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本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
情
勢
等
に
対
応
す
る
た
め
、
特
恵
関
税
制
度
、
関
税
率
等
に
つ
い
て
所
要
の
改

正
を
行
う
と
と
も
に
、
貿
易
円
滑
化
の
た
め
の
税
関
手
続
の
改
善
、
税
関
に
お
け
る
水
際
取
締
り
の
充
実
・
強
化
等
を
図
る
た

め
の
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
恵
関
税
制
度
の
改
正

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
適
用
期
限
が
到
来
す
る
特
恵
関
税
制
度
に
つ
い
て
、
適
用
期
限
を
十
年
延
長
す
る
と
と

も
に
、
鉱
工
業
産
品
に
対
す
る
年
間
の
特
恵
適
用
の
限
度
枠
の
廃
止
、
鉱
工
業
産
品
の
特
恵
税
率
の
引
上
げ
等
を
行
う
。

二
、
個
別
品
目
の
関
税
率
の
改
正

硝
酸
バ
リ
ウ
ム
等
の
関
税
率
の
撤
廃
等
を
行
う
。

三
、
暫
定
関
税
率
等
の
適
用
期
限
の
延
長
等

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
適
用
期
限
が
到
来
す
る
暫
定
関
税
率
並
び
に
農
産
品
に
係
る
特
別
緊
急
関
税
制
度
及
び

牛
肉
又
は
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
に
つ
い
て
、
適
用
期
限
を
一
年
延
長
す
る
と
と
も
に
、
同
日
に
適
用
期
限
が
到



- 2 -

来
す
る
航
空
機
部
分
品
等
の
免
税
制
度
及
び
加
工
再
輸
入
減
税
制
度
に
つ
い
て
、
適
用
期
限
を
三
年
延
長
す
る
。

四
、
貿
易
円
滑
化
の
た
め
の
税
関
手
続
の
改
善

１

貨
物
を
保
税
地
域
等
に
搬
入
し
た
後
に
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
輸
出
申
告
に
つ
い
て
、
貨
物
を
保
税
地
域
等
に
搬
入

す
る
こ
と
な
く
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

２

貨
物
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
と
法
令
遵
守
の
体
制
が
整
備
さ
れ
た
認
定
通
関
業
者
又
は
認
定
製
造
者
が
関
与
す
る
輸
出

申
告
に
係
る
貨
物
に
つ
い
て
、
保
税
地
域
等
に
搬
入
す
る
こ
と
な
く
輸
出
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

五
、
税
関
に
お
け
る
水
際
取
締
り
の
充
実
・
強
化

１

外
国
貿
易
機
等
の
運
航
者
等
に
対
し
、
入
港
前
に
事
前
旅
客
情
報
に
加
え
て
予
約
情
報
等
に
つ
い
て
も
報
告
を
求
め
る

こ
と
を
可
能
と
す
る
。

２

不
正
競
争
防
止
法
に
規
定
す
る
技
術
的
制
限
手
段
を
回
避
す
る
装
置
を
提
供
す
る
行
為
を
組
成
す
る
物
品
を
輸
出
入
し

て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
追
加
す
る
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


